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      「障害者総合支援法」の対象となる難病等の疾病が拡大されます


    

  





ページの内容を印刷



        
    記事番号： 1-1146

  

  
    公開日 2015年06月16日

  



      
      
  　平成25年4月1日に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（障害者総合支援法）では、障害者の定義に新たに難病等を追加し、当面の措置として難治性疾患克服研究事業の対象である130疾病と関節リウマチの方を対象としてきました。 　

　平成27年1月1日に障害福祉サービス等の対象となる疾病が151疾病に拡大され、平成27年7月からは332疾病へ拡大されます。対象の疾病を有する方で、症状の変動などにより、これまで身体障害者手帳の取得ができなかった方々について、必要と認められる場合、障害福祉サービス等の利用ができるようになります。 　

　なお、障害福祉サービス等の利用については、特定疾患医療受給者証、特定疾患医療登録者証、診断書などの疾病名が確認できる資料をお持ちのうえ、市役所社会福祉課障害福祉係にご相談ください。 　

 

▮ 関連ダウンロード

　リーフレット（対象疾病一覧）（PDF：424KB）

 



【お問い合わせ】 　

市民福祉部社会福祉課　障害福祉係 　

愛媛県八幡浜市北浜一丁目１番１号 　

電話：0894-22-3111　FAX：0894-24-7700



 



    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
市民福祉部　社会福祉課
郵便番号：796-8501
住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL：0894-22-3113
FAX：0894-24-7700
E-Mail：fukusi@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

  Adobe Acrobat Readerダウンロード






  
    
      
  ツイート
  





















    

  





前のページへ戻る



  
      このページについてお聞かせください
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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